
交野市ブロック塀等 撤去・改修 促進事業補助金交付申請 手続きの流れ 

補助金の申請から補助金受取りまでの流れについては、下記をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 申請に必要な書類  

 

 

 

・代理受領制度の利用を予定されている方は、代理受領予定届出書（様式第2号）を 
提出してください。 

・「4.交野市ブロック塀等撤去・改修工事完了報告書（様式第12号）の提出」の期限が 
翌2月末ですので、工事完了までの期間に余裕を持ってご提出ください。完了報告の 
際は、ブロック塀等（撤去・改修）工事費用に係る領収書の写しの提出が必須ですので、 
ご注意ください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

・交付決定通知書（様式第 3 号）が届きましたら、受け取った日から 30 日以内に撤去・

改修工事に着手し、上記の着手届（様式第5号）に契約書の写しを添付し提出してくだ

さい。撤去・改修工事の実施日は施工業者と調整してください。 

・内容審査の上、補助金交付決定後通知します。 
なお、この通知があるまでは契約や撤去・改修工事等を事前に行わないでください。 
（交付決定前に契約・工事着工されますと、補助金が受け取れなくなります。ご注意

ください。） 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

代理受領事業者は交野市から補助金が振り込まれたら、補助金額と同じ額の領収書を申請者

に発行してください。また、その領収書の写しを交野市へ提出してください。補助金額と同じ

額の領収書の写しを交野市に提出することで、代理受領制度を活用した補助金に係る手続きは

完了します。手続きが完了できない場合、補助の取消しや補助金の返還が必要となる場合が

ありますので、必ず補助金額と同じ額の領収書の写しを交野市へご提出ください。 
 

※詳しくは 交野市 都市まちづくり部 都市まちづくり課 （072-892-0121）にお問い合わせください。 

・提出期限は翌2月末までです。提出期限までに完了報告書を提出できない場合、交付決定 
されていても、補助金を交付できません。ご注意ください。 
・工事を終えましたら、工事完了報告書（様式第12号）に次の書類を添付して提出してください。 

□ ブロック塀等（撤去・改修）工事費用に係る領収書の写し（代理受領利用時を除く。） 
□ ブロック塀等（撤去・改修）工事費用に係る明細書（請求書）の写し 
□ 完了写真（※工事部分と道路との位置関係が分かる全景写真） 
□ ブロック塀等（撤去・改修）工事費用に係る明細書に記載された請求金額から 

補助額を差し引いた額の領収書（代理受領利用時に限る。） 
  □ 交野市ブロック塀等撤去・改修促進事業補助金の代理受領に係る委任状（様式第13号） 
   （代理受領利用時に限る。） 

□ その他、市が必要とする書類 

・内容確認の上、補助金の確定額を通知し、補助金の請求書を送付します。 
・代理受領制度を活用される場合は、通知書の写しを補助金の請求書を代理受領事業者に 
送付します。 
 

・補助金交付請求書（様式第15号）をご提出いただきますと、概ね1か月後に 
ご指定の金融機関の口座に補助金をお振込みいたします。 

 

 

 

 

・補助金交付請求書に振り込み希望口座を記入し、交野市都市まちづくり課へご提出ください。 
・振込口座は原則、補助金申請者（代理受領制度活用の場合は、代理受領事業者）名義 
の口座としてください。 


